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役員報酬の減額等に関するお知らせ 

 

当社グループは、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、映画館・演劇劇場の休業が長期に及んでい

ること等から、今期の業績見通しが極めて不透明な状況にあります。このような厳しい状況を真摯に

受け止め、今後一層のコスト削減が必要であるとの認識から、本日開催の取締役会において、下記の通

り役員報酬の減額等を決議いたしましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 

1. 株式報酬及び業績達成賞与の不支給 

 

当社は、本日開催の第 131 回定時株主総会におきまして、取締役（監査等委員である取締役を除

く。）に対する株式報酬（譲渡制限付株式）及び業績達成賞与の制度導入による新たな報酬枠の設

定をご承認いただきましたが、今期の業績見通しが不透明なことを踏まえ、その後開催されたガバ

ナンス委員会による審議を経て、取締役会においてこれらインセンティブ報酬の今年度の支給

を見合わせる旨の決議をいたしました。 

 

2. 報酬減額 

 

 上記に加え、一層のコスト削減の必要性に鑑み、業務執行取締役の基本報酬について、以下の通

り減額することにいたしました。 

 

・報酬減額の内容 

   代表取締役社長 月額報酬の 20%を減額 

   その他の取締役 月額報酬の 10%を減額 

 

・対象期間 

2020 年 6 月から 2021 年 5月まで（1 年間） 

 

 なお、本日開催の監査等委員会において、常勤の監査等委員である取締役の月額報酬も 10% （1

年間）の減額を実施する旨の決定をしたとの報告を受けております。 

 

以 上 


